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登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。
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保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
ま
ま
、

障
が
い
や
死
亡
に
つ
な
が
る
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。経

済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に
は

「
保
険
料
免
除
制
度
」や「
納
付
猶

予
制
度（
50
歳
未
満
）」が
あ
り
ま

す
の
で
、市
役
所
各
総
合
支
所
市

民
課
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。令
和
５
年
度
分（
令
和
５
年

７
月
分
か
ら
令
和
６
年
６
月
分
ま

で
）の
免
除
な
ど
の
受
付
は
７
月

１
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。申
請
が

さ
か
の
ぼ
れ
る
期
間
は
、申
請
日

の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
に

な
り
ま
す
。未
納
期
間
が
あ
る
場

合
は
、相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、日
本
年
金
機
構
で
は
、20

歳
に
到
達
し
た
こ
と
で
国
民
年
金

に
初
め
て
加
入
す
る
人
に
対
し
、

国
民
年
金
制
度
の
内
容
や
メ
リ
ッ

ト
、保
険
料
の
納
付
方
法
な
ど
を

説
明
し
た
動
画
を
案
内
し
て
い
ま

す
。詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▼
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

令
和
４
〜
５
年
度
中

に
婚
姻
し
、次
の
全
て
に
該
当
す

る
夫
婦
➊
申
請
日
に
お
い
て
夫
婦

の
住
所
が
申
請
に
係
る
住
宅
の
所

在
地
で
、３
カ
月
以
上
継
続
し
て

市
内
に
居
住
す
る
意
思
が
あ
る
➋

婚
姻
日
に
お
け
る
夫
婦
い
ず
れ
か

の
年
齢
が
49
歳
以
下
➌
過
去
に
こ

の
制
度
に
基
づ
く
補
助
金
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
➍
登
米
市
住
ま

い
サ
ポ
ー
ト
事
業
補
助
金
の
交
付

「
男
女
共
同
参
画
」に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。市

民
生
活
部
市
民

生
活
課（
市
民
総
務
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
８

　

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
は
、

受
給
者
の
現
況
を
住
民
基
本
台
帳

な
ど
で
確
認
し
ま
す
の
で
、令
和

４
年
度
か
ら
原
則
不
要
と
な
り
ま

し
た
。た
だ
し
、次
に
該
当
す
る
人

は
提
出
が
必
要
で
す
。６
月
上
旬

頃
に
必
要
書
類
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、同
封
の
案
内
を
確
認
し
期
限

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

➊
配
偶
者
か
ら
の

暴
力
な
ど
に
よ
り
、住
民
票
の
所

在
地
が
実
際
の
居
住
地
と
異
な
る

人
➋
支
給
対
象
児
童
の
戸
籍
や
住

民
票
が
な
い
人
➌
離
婚
協
議
中
な

ど
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い
る
人

➍
法
人
に
よ
る
未
成
年
後
見
人
、

施
設
、里
親
で
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
➎
そ
の
他
、市
か
ら
提
出

の
案
内
が
あ
っ
た
人

６
月
30
日（
金
）

※
令
和
３
年
度
ま
で
の
現
況
届

は
、引
き
続
き
提
出
が
必
要
で
す
。

提
出
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
速
や

か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
児
童
福
祉
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

　

新
婚
世
帯
に
対
し
て
、住
宅
の

購
入
費
用
、賃
貸
住
宅
の
賃
借
に

係
る
費
用
、引
っ
越
し
の
際
に
要

し
た
費
用
な
ど
、新
生
活
の
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
か
か
る
費
用
に

つ
い
て
支
援
し
ま
す
。

を
受
け
て
い
な
い
➎
市
税
を
滞
納

し
て
い
な
い

➊
住
宅
取
得
費
用
➋

住
宅
賃
貸
費
用（
３
カ
月
分
の
家

賃
な
ど
）➌
引
越
費
用

※
勤
務
先
か
ら
住
宅
に
係
る
手
当

が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
、そ
の

額
を
除
き
ま
す

対
象
経
費
➊
〜
➌
の
合

算
額（
上
限
額
30
万
円
）

令
和
６
年
３
月
29
日

（
金
）

※
令
和
４
年
度
中
に
婚
姻
し
た
世

帯
は
、９
月
29
日（
金
）

※
詳
し
く
は
、市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い

福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
子
育
て
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

　

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
は
樹
木

の
葉
を
食
害
し
、洗
濯
物
や
建
物

に
付
着
す
る
な
ど
の
問
題
を
起
こ

す
不
快
害
虫
で
す
。発
生
し
た
場

合
は
、樹
木
所
有
者
が
責
任
を
持

ち
駆
除
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

年
２
回（
例
年
６
月

中
旬
〜
７
月
中
旬
、８
月
中
旬
〜

９
月
中
旬
）

行
政

区
な
ど
で
地
域
共
同
駆
除
を
す
る

場
合
、無
料
で
高
枝
切
り
ば
さ
み

や
動
力
噴
霧
器
な
ど
を
貸
し
出
し

て
い
ま
す
。ま
た
、高
枝
切
り
ば
さ

み
は
、個
人
・
事
業
所
へ
も
貸
し
出

し
て
い
ま
す
。借
り
た
い
場
合
は
、

各
総
合
支
所
市
民
課
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い

市
民
生
活
部
環
境

課（
生
活
環
境
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
３

　

計
量
法
に
基
づ
き
、２
年
に
１

回
の
特
定
計
量
器
定
期
検
査
を
実

施
し
ま
す
。新
規
に
検
査
を
希
望

す
る
人
は
、電
話
で
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

➊
石
越
総
合
支
所

／
７
月
３
日（
月
）午
前
11
時
〜
午

後
２
時
30
分
➋
南
方
総
合
支
所
／

７
月
４
日（
火
）午
前
11
時
〜
午
後

２
時
30
分
➌
豊
里
公
民
館
／
７
月

10
日（
月
）午
前
11
時
〜
午
後
２
時

➍
東
和
総
合
支
所
／
７
月
11
日

（
火
）午
前
11
時
〜
午
後
２
時
➎
迫

総
合
支
所
／
７
月
12
日（
水
）午
前

11
時
〜
午
後
２
時
30
分

※
ど
の
会
場
で
も
検
査
で
き
ま
す

➊
特
定
計

量
器（
は
か
り
、分
銅
、お
も
り
）

※
ひ
ょ
う
量
５
０
０
キ
ロ
グ
ラ
ム

ま
で
の
計
量
器
➋
定
期
検
査
受
検

票
➌
検
査
手
数
料（
現
金
）

➊
商
品
の
販
売
に
使
用
す

る
も
の
➋
健
康
診
断
に
使
用
す
る

も
の
➌
薬
の
調
剤
に
使
用
す
る
も

の
➍
原
材
料
の
購
入（
物
品
検
収
）

に
使
用
す
る
も
の
➎
貨
物
な
ど
の

運
送
料
金
算
出
の
た
め
に
使
用
す

る
も
の

産
業
経
済
部
地
域

ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課（
地
域
ビ
ジ
ネ

ス
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
０
６

　

６
月
23
〜
29
日
は
、男
女
共
同

参
画
週
間
で
す
。

　

私
た
ち
が
暮
ら
す
社
会
は
、男

女
が
共
に
支
え
合
っ
て
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。家
庭
や
職
場
、地
域
、

学
校
な
ど
で
男
女
が
お
互
い
を
尊

重
し
、責
任
を
共
に
分
か
ち
合
う

こ
と
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
能

力
が
発
揮
で
き
る
社
会
が
実
現
さ

れ
ま
す
。皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に

下田中53番地8 0220-23-8688

➊
令
和
５
年
４
月
１

日
に
お
い
て
高
校
卒
業
後
３
年
を

経
過
し
て
い
な
い
人
お
よ
び
令
和

６
年
３
月
ま
で
に
高
校
卒
業
見
込

み
の
人
➋
人
事
院
が
➊
に
準
ず
る

と
認
め
る
人

６
月
19
日（
月
）

〜
28
日（
水
）イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か

ら
申
し
込
み
く
だ
さ
い

９
月
３
日（
日
）

仙
台
国
税
局
人
事

第
二
課（
試
験
研
修
係
）

☎
０
２
２（
２
６
３
）１
１
１
１

（
内
線
３
２
３
６
）


